
写真

 

《食料品としてご寄付いただけるもの》 

・賞味期限 1 か月以上のもの 

・常温保存可能なもの 

・未開封品 
 

【例】 

米(白米)､缶詰･瓶詰､海苔､乾麺、ふりかけ､

カップ麺､お菓子、インスタント食品､ 

レトルト食品､調味料など 
 

令和 3 年 12 月末(予定)まで､社協またはフードポスト（市内 6 郵

便局）にてご寄付を受付いたします｡不明な点などは､社協にご連絡

お願いいたします｡ 
 

食料支援を令和 3 年 12 月末まで延長いたします！！ 

 

 

 

 
 

この食料支援を始めてから延５００名以上の方が利用されま

した。東御社協やフードポストを通してのご寄付で 

「たくさんの温かい地域の支援で、このとうみの縁はここまでや

ってこれました！ありがとうございます！」 

 食料の寄付は随時受け付けております。食料 1 つから受け付け

ておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

フードサポート とうみの縁 

   
 

《以下の物はお受けできません》 

・生のもの（生鮮食品や冷蔵保存が必要なもの） 

・賞味期限、消費期限が切れているもの 

・保存しにくい物   など… 
 

《お問い合わせ先（事務局）》 

社会福祉法人東御市社会福祉協議会 

〒389-0502 東御市鞍掛 197 

TEL：0268-62-4455／FAX：0268-64-5695 

相談支援係 中澤、地域福祉係 髙見沢 


